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お
知
ら
せ

各
義
援
金
へ
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

日
本
赤
十
字
社
新
潟
県
支
部
佐
渡
市
地

区
で
は
、
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

方
々
を
支
援
す
る
た
め
、
募
金
箱
の
設
置

や
窓
口
受
付
な
ど
に
よ
り
義
援
金
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
に
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し

た
義
援
金
は
、
下
記
の
と
お
り
で
す
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
義
援
金
は
す
べ
て

日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
被
災
地
に
お
届

け
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
多
く
の
ご
支
援
、

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
引
き
続
き
、
次
の
義
援
金
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

・
東
日
本
大
震
災
義
援
金　
　

・
熊
本
地
震
災
害
義
援
金

・�

平
成
29
年
７
月
５
日
か
ら
の
大
雨
災
害

義
援
金

・�

平
成
30
年
大
阪
府
北
部
地
震
災
害
義
援

金
・
平
成
30
年
米
原
市
竜
巻
災
害
義
援
金

・
平
成
30
年
7
月
豪
雨
災
害
義
援
金

日
本
赤
十
字
社
新
潟
県
支
部

　

�

佐
渡
市
地
区
（
市
民
福
祉
部
社
会
福
祉

課
地
域
福
祉
係
）
☎
63
―
５
１
１
３

不
正
請
求
の
抑
止
と
発
見
！
本
人
通
知
制
度
に
登
録
く
だ
さ
い

　

住
民
票
な
ど
が
本
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
不
正
に
取
得
さ
れ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や

人
権
侵
害
を
引
き
起
こ
す
事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

本
人
通
知
制
度
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
正
請
求
が
発
覚
す
る
可
能
性
が
高
ま
り
、

不
正
請
求
を
抑
止
す
る
こ
と
へ
繋
が
り
ま
す
。

�

住
民
票
や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
第
三
者
、

弁
護
士
や
行
政
書
士
、
代
理
人
な
ど

の
本
人
以
外
の
者
に
交
付
し
た
場
合
に
、

登
録
者
本
人
に
そ
の
事
実
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

対
象
と
な
る
証
明
書

①
住
民
票
の
写
し
（
除
票
を
含
む
）

②
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書

③
戸
籍
の
附
票
の
写
し（
除
附
票
を
含
む
）

④
戸
籍
の
謄
本
お
よ
び
抄
本

　
（
除
籍
、
改
製
原
戸
籍
を
含
む
）

⑤
戸
籍
の
記
載
事
項
証
明
書

対
象
外
と
な
る
場
合

・�

本
人
お
よ
び
親
族
（
本
人
と
同
等
に
証

明
書
が
請
求
で
き
る
方
）
か
ら
の
①
～

⑤
の
請
求

・�

国
や
地
方
公
共
団
体
の
機
関
か
ら
請
求

に
よ
り
交
付
し
た
証
明
書

登
録
の
手
続
き

　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を

持
参
の
上
、
市
役
所
市
民
生
活
課
（
本
庁

舎
１
階
）
ま
た
は
、
各
支
所
・
行
政
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

市
民
福
祉
部
市
民
生
活
課

　

戸
籍
係　
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義援金名 受付期間 金額

東日本大震災義援金 H29年　4月～H30年　3月 39,913 円

平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金 H29年　7月～H30年　3月 11,500 円

秋田県大雨災害義援金 H29年　8月～H29年　8月 1,651 円

台風第 18号災害義援金 H29年　9月～H29年 12月 2,579 円

台風第 21号災害義援金 H29年 12月～ H30年　1月 2,756 円

ＮＨＫ海外たすけあい募金 H29年 12月～ H29年 12月 1,408 円

市・県民税について、お寄
せいただいたご質問にお
答えします

Ｑ�公的年金から市・県民税が天引きされているのに、これ
とは別に納付書が届いた。二重払い
ではないか。

Ａ�公的年金から天引きになる市・県民税は、公的年金に
ついて課税される分のみです。公的
年金のほかに農業所得や不動産所
得などがある場合には、その分につ
いての納付書をお送りしていますの
で、二重払いにはなりません。
　また、年金からの天引きが初年度
の方や、前年度年金からの天引きが
停止になった方は、公的年金所得に
係る市・県民税の半分を納付書や
口座振替で納め、残りが年金からの
天引きになります。
総務部税務課　市民税係
　☎６３―５１１０

市報さど　平成30年8月号


